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１

！公共工事の多様性を踏まえて、客観点及び発注者点により、総合点数を算出し、
発注標準（規模・工種などにより市場をグルーピングしたもの）に適合する企業を仕分ける（格付）

Ｐ：総合評定値 客観的事項の審査（客観点）

　Ｘ：経営規模
　　　（完成工事高、自己資本等）
　Ｙ：経営状況
　Ｚ：技術力
　Ｗ：その他（社会性等）

発注者別評価（発注者点）

＋

＝

総合点数

許可を受けない者

公共工事への入札参加を希望する者 入札参加を希望しない者

経営事項審査 競争参加資格審査

『経営事項審査』の対象となる公共工事は？

建設業法（抄）　（昭和２４年５月２４日　法律第１００号）
第27条の23　公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定める
ところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

建設業法施行令（抄）
第27条の13　法第27条の23第1項の建設工事で政令で定めるものは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第1に掲げる公共法人（地
方公共団体を除く。）又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事1件の請負代金の額が500万円（当該建設工事
が建築一式工事である場合にあっては、1500万円）以上のものであって、次に掲げる建設工事以外のものとする。
１　堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものに
よって必要を生じた応急の建設工事
２　前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるも
のとして国土交通大臣が指定する建設工事

建設業法施行規則（抄）
第18条　令第27条の13の国土交通省令で定める法人は、公害健康被害補償予防協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地
下鉄株式会社、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政
法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、日本小型自動車振
興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号）第
1条第1項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和61年法律第1条第3項に
規定する会社並びに第17条の3各号に掲げる法人とする。

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはいけないとされている審査制度です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化（総合点数）して、格付けが行
われています。このうちの「客観的事項」にあたる審査が『経営事項審査』です。
この『経営事項審査』は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効
率的ですし、また、この審査自体が建設業行政とも密接に関連していることから、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされ
ています。

１．経営事項審査とは

（許可行政庁に申請） （公共工事の発注者に申請）

【１】経営事項審査とは （建設業法第27条の23）

建設業者と経営軸審査の関係

建設業を営む者

建設業の許可を受けた者

Ⅰ．経営事項審査制度の概要について

ここが

経審
です。

利　　用

公共工事を直接請け負おうとする場合には、
必ず受けなければならないとされている審査です。



公共工事を請け負う
ことのできる期間

【 ２ 】 審査基準日

【 ３ 】 有 効 期 間

●

申
請
・
受
付

２

『経営事項審査』の受審の時期は？

建設業法施行規則（抄）
第１８条の２　法第２７条の２３第１項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事業年度終了の
日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

■有効期間を切れ目なく継続するためには･･････

毎年、決算終了後４ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請して下さい。（３月決算の会社であれば７月末を目安に申請）
また、申請するにあたり、事前に建設業許可に係る決算の『変更届出書』の提出を必ず行って下さい。

１年７ヵ月

経
営
事
項
審
査

の
結
果
通
知

申
請
・
受
付

一
年
目

二
年
目

（
決
算
日

）

審
査
基
準
日

● ●

公共工事を請け負う
ことのできる期間

●

公共工事を請け負う
ことのできる期間

申請を怠ると、公共工事の発注者と請負契約を締結することができなくなります。！

●申請の遅延により、公共工事を請け負うことができない期間が発生するケース

１年７ヵ月

一
年
目

（
決
算
日

）

審
査
基
準
日

申
請
・
受
付

経
営
事
項
審
査

の
結
果
通
知

二
年
目

（
決
算
日

）

審
査
基
準
日

１年７ヵ月
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申
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経
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事
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審
査
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結
果
通
知

（
決
算
日

）

審
査
基
準
日

１年７ヵ月

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日（直前の決算日）が審査基準日となります。
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることは
できません。

経営事項審査の有効期間は、結果通知書（経営事項審査）を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から１年７ヶ月の間です。
この「１年７ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
公共工事の受注（発注者と契約を締結すること）には、契約締結日の１年７ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書
の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられる
ものです。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があり
ます。

●有効期間が切れ目なく継続するケース（通常）

経
営
事
項
審
査

の
結
果
通
知

● ●
●

公共工事を
請け負うことの
できる期間

●

公共工事を請け負う
ことができない期間

審査基準日は直前の決算日

ポイント！



０ ０．１５

許可行政庁

登録経営状況
分析機関

４５４

０．２５

０．２５３９７

経営状況

③財務健全性
自己資本対固定資産比率
自己資本比率

②収益性・効率性

１）経営状況　

２）経営規模等

技術力

その他の
審査項目

（社会性等）

自己資本額
利払前税引前償却前利益の額

総合評定値（Ｐ）の点数
最高点
２，１３４

最低点
２８１

④絶対的力量
営業キャッシュ・フロー
利益剰余金

０ ０．２０

総合評定値（Ｐ）は、次の算式により算出します。

Ｙ経営状況

２，２８０

経営規模等

Ｗ

①労働福祉の状況
②建設業の営業継続の状況
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況
⑦建設機械の保有状況
⑧ＩＳＯの取得状況

１，９００

Ｚ

Ｘ２

経営規模

Ｘ１ ２，３０９

最低点 ウエイト

①負債抵抗力
純支払利息比率
負債回転期間

１，５９５

０．１５

技術職員数（業種別）
元請完成工事高（業種別）

２，４４１ ４５６

完成工事高（業種別）

「総合評定値」（Ｐ）

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等

総資本売上総利益率
売上高経常利益率

客観的事項全体に係る数値である「総合評定値（Ｐ）」の算式、及び各審査項目ごとのウエイト等は、以下のようになっています。

（平成２３年４月１日以降）

項目区分 最高点審査項目 審査機関

３

Ⅰ．経営事項審査制度の概要

２．経営事項審査の仕組み

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をし
て行います。（建設業法第２７条の２３第２項）

国土交通大臣又は都道府県知事は、上記２）「経営規模等」に係る評価（経営規模等評価）の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記１）「経営
状況」に関する分析（経営状況分析）の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値
を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を『総合評定値（Ｐ）』と言います。

■経営事項審査

「経営状況分析」結果（Ｙ） ＋ 「経営規模等評価」結果（Ｘ・Ｚ・Ｗ） ＝

　　総合評定値（Ｐ）＝0.25（Ｘ１）＋0.15（Ｘ２）＋0.20（Ｙ）＋0.25（Ｚ）＋0.15（Ｗ）

｢経営規模等｣って？
　「経営状況」（Ｙ）以外の客観的事項を言います。
　具体的には、「経営規模」（Ｘ）、「技術力」（Ｚ）及び
　「社会性等」（Ｗ）から構成されています。

ポイント！



４

中国地方整備局管内５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）のいずれかに主たる営業所を有する国土交通省大臣許可業者の場合は、中国
地方整備局長あての「経営規模等評価申請書」、その他必要書類を揃えて、主たる営業所の所在地を管轄する県庁（若しくは当該県庁の出先事務所
等）へ申請して下さい。

申請者（中国地方整備局管内に主たる営業所を有する大臣許可業者）

②
経営状況分析結果

通知書（Ｙ）

①
経営状況分析の

申請（Ｙ）

国土交通省　中国地方整備局

③
経営規模等評価の

申請（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値の
請求（Ｐ）

※X･Z･Wの申請とPの請求
　は同時に同一の様式で

　行えます。

④
経営規模等評価結果

通知書（X・Z・W）

総合評定値通知書（P)
（経営事項審査結果

通知書）

※X･Z･Wの申請とPの請求を
 同時に行った場合は、同一
 の様式により通知されます。

（再発行は致しません。）

登録経営状況分析機関

県庁（経由）

【２】経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

１．申請方法

経営事項審査は、「経営規模等」（Ｘ・Ｚ・Ｗ）と「経営状況」（Ｙ）に分れていますので、それぞれを受審することとなります。
（『総合評定値』（Ｐ）は、これらの審査結果を得た後に、許可行政庁に対して請求します。）
このうちの「経営規模等」（Ｘ・Ｚ・Ｗ）については許可行政庁に対して、「経営状況」（Ｙ）については登録経営状況分析機関に対して、それぞれ申請書等
の必要書類を提出して行います。

経営事項審査に必要な経営状況分析（Ｙ）については、建設業法の規定に基づき国土交通
省の登録を受けた機関（「登録経営状況分析機関」という。）が行うこととなっています。
なお、経営状況の分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの登録経営状況分析機関にお
問い合わせ下さい。

【 １ 】 経 営 状 況 分 析 （ Ｙ ）

Ⅱ．申請方法等について

経営状況分析（Ｙ）
経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

総合評定値（Ｐ）

こちらを
先に行っ
て下さい。

経営状況分析申請については、
登録経営状況分析機関（Ｐ１９
参照）に対して行って下さい。



国総建第２６９号（H20.1.31）　経営事項審査の事務取扱いについて（通知）　別記様式第１号

・添付書類・確認書類は、左側（２穴）を綴り紐
　で綴じて下さい。

１部：････岡山県

副本：主たる営業所がある県により下記部数

０部：････鳥取県

※審査中、問い合わせをさせていただくことがありますので、控えを保管して下さい。

５

『添付書類・確認書類』については返却いたしませんので、
原本ではなく、必ず写し（コピー等）を提出して下さい。
確認書類については、経営事項審査結果通知書の発行日翌日から４０日を経過
した日以後に、中国地方整備局において「溶解処理」致します。

綴
じ
紐

［２］添付資料

［３］確認書類

１部

１部

【申請書等】 【添付書類・確認書類】

３部：････島根県、広島県、山口県

⑧工事経歴書（様式第２号）

建設業法施行規則　別記様式第２号

【 １ 】 提 出 部 数

［１］申請書等

※建設業法第６条第１項又は第１１条第２項（第１７条において準用する場合を含む）の規定により、経営事項審査の申請をする日の
　属する事業年度の開始日の直前一年間について、工事経歴書を国土交通大臣に提出している者は省略可。

【 ３ 】 確 認 書 類

【 ２ 】 綴 じ 方

・申請書等（①～⑦）は左上をステープラー
　（ホッチキス）で綴じて下さい。

必要書類････消費税確定申告書の控え及び添付書類の写し並びに消費税納税証明書の写しなど「確認書類一覧表」Ｐ２８，２９を参照して下さい。
※確認書類は、国土交通大臣許可業者と県知事許可業者とでは必要な書類が異なります。

⑥委任状　　（行政書士等による代理申請の場合）

⑦審査手数料印紙貼付書

【 ２ 】 添 付 書 類

⑥・⑦の様式については建設業法等には指定されていません。
任意の様式で提出して下さい。

※業種間積み上げを利用し申出する者のみ提出

正本：１部

ス
テ
ー

プ
ラ
綴
じ

③その他の審査項目（社会性等）

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１１　別紙３（２０００４帳票）

④技術職員名簿

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１１　別紙２（２０００５帳票）

⑤経営状況分析結果通知書（原本）

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１０

３．申請にあたっての留意事項

Ⅱ．申請方法等について

２．提出書類（経営規模等評価申請にあたり）

経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」とに分かれていますので、申請にあたってもそれぞれ別々に申請しなくてはいけません。
ここでは、国土交通大臣許可業者に係る「経営規模等評価」申請に係る提出書類について説明します。
提出書類は、申請書等、添付書類及び確認書類に大別されます。このうち申請書と添付書類については建設業法施行規則等において様式が規定さ
れていますが、確認書類については、国土交通大臣又は都道府県知事がそれぞれ審査に必要な書類を公示しています。

【 １ 】 申 請 書 等

②-２　工事種類別完成工事高付表

①経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１１（２０００１帳票）

②工事種類別完成工事高／工事種類別元請完成工事高

建設業法施行規則　別記様式第２５号の１１　別紙１（２０００２帳票）

記入例：Ｐ７・８

記入例：Ｐ９・1０

記入例：Ｐ1２

記入例：Ｐ1３

登録経営状況分析機関が発
行した”原本”を添付

記入例：Ｐ１６・１７

「積み上げ」を
利用している場合
は作成する。！

中国地方整備局のホームページに
経営事項審査の最新の情報が

掲載されています。
http://www.cgr.mlit.go.jp

各種様式もダウンロードできます。

記入例：Ｐ1１



６，０００

３，０００ ２７業種

５，６００

５，８００

２，８００ ２６業種３８，５００

４１，０００

６

３，２００ ２８業種４３，５００ ７２，５００

７０，２００

２，６００ ２５業種 ５，４００３６，０００ ６５，６００

６７，９００

２，４００ ５，２００２４業種

２，２００ ２３業種 ５，０００３１，０００

３３，５００

６１，０００

６３，３００

２，０００ ２２業種

４，４００２０業種

４，８００２８，５００ ５８，７００

４，２００

１，２００

１，８００ ２１業種 ４，６００

１，６００ ５４，１００

５６，４００

３，８００

１８業種

３，６００

４，０００４９，５００

１３業種

１４業種

審査件数

８００ １６業種

１５業種

１，０００ １７業種

１，４００ １９業種５業種

６業種

７業種

８業種

１１業種

１２業種 ３５，７００

９業種

１０業種

３３，４００

３業種

４業種

審査件数

１業種

経営事項審査を受けるにあたっては、「経営状況分析」の申請、「経営規模等評価」の申請、「総合評定値」の請求にそれぞれで手数料がかかり
ます。
手数料の「料金」については、建設業法施行令第２７条の１４第２項で以下の審査手数料一覧表のとおり定められています。
また、手数料の「納付方法」については、国土交通大臣許可業者は、収入印紙により納めていただくことになっています。

経営状況分析申請（Ｙ）

各登録経営状況分析機関が個別に設定してい
ますので、申請を行う先の登録機関にお問い合
わせ下さい。

経営規模等評価申請（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

8,100円に審査対象建設業(審査を受けようとす
る業種)１種類につき2,300円を加算した額。

総合評定値の請求（Ｐ）

400円に審査対象建設業(審査を受けようとする
業種)１種類につき200円を加算した額。

・収入証紙ではありませんので、間違えないよう気を付けて下さい。
・収入印紙を貼付する用紙（審査手数料印紙貼付書）は建設業法によって指定されてい
ません。任意の用紙に貼付して提出して下さい。
・手数料を算出する際は、「プレストレストコンクリート工事」、「法面処理工事」及び「鋼
橋上部工事」は審査対象建設業としてカウントしません。

注
意
！

２業種

総合評定値（Ｐ）

６００ ３，４００

経営規模等
評価（ＸＺＷ）

１０，４００

１２，７００

経営規模等
評価（ＸＺＷ）

○

広島県 土木局　総務管理部　建設産業課

※「備考」欄の○印は、県の出先機関（土木事務所等）で提出書類の受付をしています。

土木建築部　監理課　建設業班 753-8501 山口市滝町１－１ 083-933-3629

広島市中区基町１０－５２ 082-513-3822 ○

松江市殿町１

岡山県 土木部　監理課　建設業班 700-8570 岡山市北区内山下２－４－６

0852-22-5111

086-226-7463 ○

鳥取市東町１－２２０ 0857-26-7347

備考住　　　　所 電話番号

鳥取県 県土整備部　県土総務課　建設業担当 680-8570

総合評定値（Ｐ）

島根県 土木部　土木総務課　建設産業対策室 690-8501

730-8511

山口県

５．手数料

Ⅱ．申請方法等について

４．提出先

主たる営業所の所在地を管轄する以下の県庁（若しくは当該県庁の出先機関（土木事務所等））へ提出書類を提出して下さい。
（提出書類は、提出先の県庁から中国地方整備局へ進達されます。）
提出する上で各県毎にルール（提出日の予約等）がございますので、各県主管課にご確認下さい。

県名 主　管　課 郵便番号

１５，０００

１７，３００

１９，６００

２１，９００

２４，２００

２６，５００

２８，８００

３１，１００

３８，０００

４０，３００

手数料

１１，０００

１３，５００

１６，０００

１８，５００

２１，０００

２３，５００

２６，０００

４２，６００

４４，９００

４７，２００

５１，８００

５８，５００

６１，０００

手数料

４６，０００

４８，５００

５１，０００

７３，５００

７６，０００

７８，５００

（単位：円）

６３，５００

６６，０００

６８，５００

７１，０００

５３，５００

５６，０００



様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般
2.特定

【記入例】

■再審査の申立について････
行政（審査）庁側の誤り等により、経営事項審査結果通知書の内容が、申請内容と異なる場合、結果通知書を受けた日
から３０日以内に限り、再審査を申し立てることができます。（登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含まず。）
ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、”申請者の責任に帰する案件”
については、再審査申し立ての対象とはなりません。
※申請時には書類の記載事項等十分確認してから提出してください。

20

月

（ ）
,

10

７

10

0

11 15

9

25

０ 1

１．経営規模等評価申請書・総合評定値請求書　建設業法施行規則　別記様式第２５号の１１（２０００１帳票）

広島県広島市中区八丁堀２－１５

中国建政工業　株式会社

15

20

ガしゆ

20

1

タ

（ ）

水 消井鋼 筋 絶

30

清

40

203 5

999
経営規模等評価等
対 象 建 設 業

１ ６ 9

3 5 10 15

具塗 防 内 機ほ 板管 通 園土 大建 左 と 石 屋 電
3 5 10 15 25 30

1212

2 3 1

許可を受けている
建 設 業

１ ５ 2

7 3 0 － - 90 0 電 話 番 号1 3 0 8 2郵 便 番 号 １ ４ - 2 2 1

23 25 30 35

2 － 1 5

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 八 丁 堀

1

5

3 5

1

3

1 1１ ２ 1

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

申 請 年 月 日

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

一 郎

3 5 10

１ １ 中 国

ロ ウク イ チチ ュ ウ ゴ１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

）

3

業 （ 株国 建 政 工

5 10

０ ９ 中

15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

ウチ ュ ウ ゴ ク ケ ン０ ８
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

5

3

０ ６ 0処 理 の 区 分

７

2 3 年

０ ５

０ ４ 平成

1

3

申 請 等 の 区 分

1 日

3 5

0 3 月 3

号 平成 日年 月－ ）第（
般

知事 特知事
国土交通大臣

許可
大臣

コード

5

0
国土交通大臣

知事
許可 2 0（

般
特

5 10 11

－ ）第 2 3 41

15

月 05 号 平成 2

日 年

10

日0 年 0 4 1

請求年月日

日 －

項 番

０ １ 月

9 15

代表取締役　中国　一郎 印

中　国　地方整備局長
北海道開発局長

殿知事

０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

２ ０ ０

（用紙Ａ４）

平成　２３　年　　７　月　３０　日　　　　　　　　

平成 平成

3 5

3

年

コード 0

3

０ ２
大臣
知事

０ ３

5 10

3

0
,

5 00 （千円）0
,

0

13

セ イ コ ウ ギ ョ

法人又は個人の別

Ⅲ．申請書等の作成方法について

不要なものを消す。
（通常は「経営規模等評価再審査申立書」を消す。）

不要なものを消す。

記入しない

総合評定値（Ｐ）の請求をしないときは、こちらを
消す。

事実上の所在地と登記上の所在地が異なる
場合は２段書き　　　（例）（登記上）・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　（事実上）・・・・・・・・

法人の場合は、登録している代表者印

右詰めで記入し、左余白は０で埋める

複数の許可年月日を有する場合は、申請
時点で有効な最も古い許可年月日を記入
する

申請時の許可番号が前回申請時のもの
と異なる場合にのみ記入する

原則、直前の事業年度の終了日を記入する

申請等の区分コード表（Ｐ２４）参照

左側：処理区分コード表（Ｐ２４）参照
右側：処理区分コード別表２（Ｐ２４）参照

（右側は該当する場合のみ記入する）

申請者が法人の場合のみ記入する
株式会社は資本金額を、それ以外の法
人は出資総額を記入
（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受けて
いる場合においても、このカラムは単独
決算の数値を記入）

カタカナで記入し、濁音、半濁音を表す文
字は　ゴ　ギ　のように１文字で記入する
法人の種類の略号（（株）など）のフリガナ
は記入しない

カッコは１文字として記入する

姓と名の間は１カラム空けて記入する

「全国地方公共団体コード」（総務省編）
により該当コードを記入する

【項番１２】によって表される市区町村名
に続くところから記入
丁目・番・号は「－」ハイフンで継ぐ

局番との間は「－」ハイフンで継ぐ
左詰めで記入する

許可を受けている建設業の中から、審査
を希望する業種だけ「９」を記入する

申請時に有している建設業許可について

　・特定建設業：「２」を記入する　　　　＊審査基準日時点で受けている許可の
　・一般建設業：「１」を記入する　　　　　状況を記入するものではありません

３０日以内に
限り申し立て

可能！！

ポイント！



申請者

審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号 082-511-6189

中国　次郎 082-221-9231

各カラムに金額・数値等を記入した根拠については、全て確認書類の提出を求めております。
確認書類一覧　Ｐ２８・２９　をご参照下さい。

■項番１７　自己資本額
申請者の判断により基準決算又は２期平均を選択できます。

■項番１８　利益額
一部の登録経営状況分析機関においては、経営状況分析（Ｙ）において、「参考値」という項目で、営業利益及び減価償却実施額の数値
【２ヶ年分】を記載しておりますので参考にして下さい。
なお、「参考値」は、単独決算の会社のみ記載されます。連結決算の場合は表示されません。

氏名 電話番号

Ⅲ．申請書等の作成方法について

中国建政工業（株）

○○○○経営状況分析機関

営業第１課

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

第　　　　　　　　号 平成　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

0 9

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号

3 5

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号
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,
0 0
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項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 １ ７

ポイント！

基準決算を選択：審査基準日の純資産合計（貸借対照表（様式15号））を記入する
２期平均を選択：審査基準日の純資産合計と直前の審査基準日の純資産合計の
平均値を記入する
（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受けている場合においても、このカラムは単独
決算の数値を記入する）

自己資本額の審査対象について「２期
平均」を選択した場合のみ記入する

（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受け
ている場合においても、このカラムは
単独決算の数値を記入する）

決算期が１２ヶ月に満たない場合等の「利益額」は完成工事
高と同じ方法で”換算”して算出する

右の４つの数値を合計して、算出した値を２で割った値を
【項番１８】へ記入する

［この例の場合（8,871＋1,187＋11,986＋1,981）÷2＝
12,012.5となり、（１２，０１２）を記入］
※２期平均以外は選べません！！

営業利益は損益計算書（様式第１６号）の科目”営業利益”から記入する
減価償却実施額は法人税申告書別表１６（１）、（２）等から記入する

（経営状況分析（Ｙ）を連結決算で受けている場合においても、このカラムは
単独決算の数値を記入する）

「別紙２　技術職員名簿」に記載され
た技術職員の総数を記入する

（技術職員名簿の人数と一致）

経営状況分析（Ｙ）に記載されている登録経営状況分析機関の登
録番号、名称を記入する

金額を記入する場合の注意事項

・千円単位（千円未満の端数は切り捨て）で右詰めで記入し、空位のカラムは
　空白とする
・マイナスは「－」を記入し、「△」等とはしない
・会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、
　百万円未満の端数を切り捨てて表示することができます
但し、各カラムに数字を記入するに当たっては、単位は千円とし、百万円未満
　の単位に該当するカラムに「０」を記入する

この申請内容に係る質問等に対応できる者の所属・氏名・電話
・Ｆａｘ番号を記入する



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

, ,

■工事の定義は建設業法により行います（建設業法第２条）

この法律において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
例えば、除草（剪定）業務、調査、点検、部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、完成工事高に原
則計上できません。
計上された場合、売り上げを完成工事高から除き、兼業売上高への修正が必要になり、経営状況分析、決算変更届等の「やり直し」になりますのでご
注意下さい。

建設業法による建設工事の業種区分は　Ｐ２２、２３　を参照して下さい。

２　別紙一　工事種類別完成工事高／元請完成工事高 建設業法施行規則　別記様式
第２５号の１１　別紙１（20002帳票）

プレストレストコン

, ,

とび・土木・コン
クリート 工事

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

3 5

,

【記入例】

工事土木一式 223,124
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

223,124

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

,, ,, , ,,

40

３ ４ 合　計

25 30 33 3513 15 20 233 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

その他   工事

板金工事
, , , , , , ,

051 法面処理工事 150
３ ３ その他

13 15 20 233 5 10

法面処理 工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2,200

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

1,600

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,200
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

3,600

建築一式工事 111 鋼橋上部工事, , , , , , ,
0 0

020

011
2 63 7 0 0

20 25 26

３ ２ 0 5 1

6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13,122
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15 16

3,939

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

13,053
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

3,736

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

8 3 3
,

5 5
, , , , , , , ,

3
, , ,

153 8 3 70 8 71 30３ ２ 0 5

25 26 30 3510 15 16 203 5 6

クリート 工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0
,

0
, , , , , , , , ,

00

36 40 45

３ ２ 0 1 1

25 26 30 3510 15 16 203 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

211,800
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

211,800

,,

7 1 9 8 0
,, , , ,

6 2 8 0 0 5
,

1 90 5
, ,

4 6 2
,

2 1
,

2 1 7 4

45

３ ２ 0 1 0

30 35 36 40

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

２０年０４月～２１年０３月

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高

（ ）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

２１年０４月～２２年０３月

0 3 月 2至 2 3 年年 0 4 月月 自 2 22 年 0 34 月 至 2

15 17 19

３ １ 自 2 0 年 0

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年

7 9 10 11 135

管工事

９

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

－ －

Ⅲ．申請書等の作成方法について

090

申請者 中国建政工業（株）

審査対象事業年度 計算基準の区分

項 番 3

ｺｰﾄﾞ

190 内装仕上工事

ｺｰﾄﾞ

250

180 防水工事

170

工事の種類

010 土木一式工事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機械器具設置工事

ｺｰﾄﾞ 工事の種類 工事の種類

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事 110 鋼構造物工事 210 熱絶縁工事

240 さく井工事

030 大工工事 120 鉄筋工事

220 電気通信工事

230

建具工事

040 左官工事

050 とび・土工・コンクリート工事 140 しゅんせつ工事

130 ほ装工事

060 石工事 160 ガラス工事

070 屋根工事

080 電気工事

鋼橋上部工事（１１１）

消防施設工事

－ －

280 清掃施設工事

260 水道施設工事

270

造園工事

36

塗装工事

業種コード表

内訳業種（業種ｺｰﾄﾞ）申請業種（業種ｺｰﾄﾞ）

土木一式工事（０１０） ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事（０１１）

とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事（０５０） 法面処理工事（０５１）

鋼構造物工事（１１０）

ポイント！

「【項番１６】経審を受審する業種」と一致
（審査対象業種を全て記入する）

下表の「業種コード表」参照

計算基準の区分「３年平均」を選
択した場合のみ記入する

計算基準の区分「３年平均」を選択
した場合は、完成工事高計算表及
び元請完成工事高計算表それぞ
れの合計を２で割った値を各カラム
に記入する

（千円未満の端数切り捨て）

計算基準の区分「３年平均」を選択
した場合や決算期等を変更した場
合は記入する

右の３業種を受審する場合は
当該業種の次の業種ｺｰﾄﾞ欄に
必ず内訳業種を記入する
（工事実績が無い場合は「０」を
記入する）

【項番３３】その他・【項番３４】合計は、この様式を２枚以上使
用する場合、この様式の最終ページに記入する

【契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例の有無を記入する
（２枚目以降も記入すること）



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

Ⅲ．申請書等の作成方法について

■金額は確認書類「直前３年の各事業年度における施工金額」の数値と一致する。

各カラムの記入数値の根拠は、確認書類の「様式第３号　直前３年の各事業年度における施工金額」に計上した値です。
合計欄の数値は、「様式第３号　直前３年の各事業年度における施工金額合計」、「様式第１６号　損益計算書の完成工事高」と一致するよう調
整して下さい。

１０

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年

審査対象事業年度 計算基準の区分

申請者 中国建政工業（株）

項 番 3 5 7 9 10 11 13 15 17 19

３ １ 自 年 月 至 年 月 自 年年 月 （ ）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

　　年　　月～　　年　　月

月至

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

　　年　　月～　　年　　月

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 1 1 0
,

0
, ,

0 0
,, , , ,

0
, , , ,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度工事鋼構造物

10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 1 1 1 0 0
, , ,

0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0
,

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0

3 5 6

鋼橋上部 工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 1 7 0 1 0 5 5 0 9 0 7 5
, , ,

0
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0
,

9,500

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

11,600
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

8,650

6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

9,500
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 2 0 0 4 1 0 0 64 1 0 10 2
, , ,

4 4 3
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0 1 1
,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

3,200

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5,000

3 5 10

工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

3,200

13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ３ その他 1 1 5 1 8 0 9
, , ,

1 1
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

6 9 6 5
,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

11,217
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

11,819

13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ４ 合　計 2 5 6 7 1 7
,

4
, , ,

2 3 4 5
,

2 0
,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表

3 4
,

2 27 4

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

機械器具設置

3 5

4 1 4
, ,

4

塗装 工事

8
, ,

ポイント！

２枚目以降は記入しない

審査対象建設業以外の建設業に係る建設工事の完成
工事高及び元請完成工事高をそれぞれ記入する
完成工事高がない場合は「０」を記入する
（兼業売上高は計上できません）　（Ｐ２０参照）

内訳の工事である「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事」「法面処理
工事」「鋼橋上部工事」の完成工事高については重複す
るため合計には含めません

【契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例の有無を記入する【項番３２】及び【項番３３】のカラムに記入した完成工事高の合計を記入
（単純な”足し算”の計）
合計欄の数値は、「様式第１６号　損益計算書の完成工事高」と一致する

１枚に書ききれ
ず、２枚以上に
わたる場合「そ
の他」及び「合
計」は、この様
式の最終ページ
に記入する



（用紙Ａ４）

Ⅲ．申請書等の作成方法について

［１］完成工事高及び元請完成工事高の業種間積み上げ（加算）について

審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業（以下「一式工事業」という）である場合
許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業（審査対象建設業として申出をしている建設業を除く）に係る建設工事の年間平均完成工事高を、

その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。

これを「業種間積み上げ」と呼んでいます。
振替元、振替先の業種には、申請時に建設業の許可が必要です。
業種間積み上げを利用する場合、工事種類別完成工事高付表　別記様式第１号を必ず作成して下さい。

一式工事業における一般的な事例

振替先の一式工事 ← 振替元の専門工事

とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ ⇔

土木一式工事 ← とび･土工･コンクリート、石、タイル･れんが･ブロック、鋼構造物、
鉄筋、ほ装、しゅんせつ、水道施設　など

建築一式工事 ← 大工、左官、とび･土工･コンクリート、屋根、タイル･れんが・ブロック、
鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、建具　など

電気 電気通信⇔
管 ⇔ 熱絶縁、水道施設

石、造園

専門工事業における一般的な事例

１１

【記入例】　工事種類別完成工事高付表　別記様式第１号

工事種類別完成工事高付表

経営規模等評価対象建設業に係る建設工事の
完成工事高（積み上げ後）

左に含める完成工事高

（審査対象事業年度）

平成２２年４月～平成２３年３月

審査対象建設業が一式工事以外の建設業である場合においては、許可を受けた建設業のうち一式工事業以
外の建設業（審査対象建設業として申出をしている建設業を除く）に係る建設工事の完成工事高を、その建設
工事の性質に応じて当該一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。

土木一式工事
うち元請

１５，０００千円
１１，０００千円

土木一式工事 １０，０００千円
うち元請 １０，０００千円

とび･土工･コンクリート工事 ５，０００千円
うち元請 １，０００千円

（前審査対象事業年度）

平成２１年４月～平成２２年３月
土木一式工事 １２，０００千円

うち元請 １２，０００千円
土木一式工事 １２，０００千円

うち元請 １２，０００千円
とび･土工･コンクリート工事 ０千円

うち元請 ０千円

（前々審査対象事業年度）

平成２０年４月～平成２１年３月
土木一式工事 １３，０００千円 土木一式工事 ９，０００千円

うち元請 ９，０００千円 うち元請 ９，０００千円

申請者 中国建政工業（株）

■「業種間積み上げ」を行った業種（振替元）については、経営事項審査を受けることができません。
振替元の業種に係る公共工事にも「元請」としては、参加をすることはできませんのでご注意下さい。
また、公共工事の発注者の中には、積み上げ先の業種で経営事項審査を受けたとみなさないことがあり、公共工事の入札に参加できないことがありま
すので、各発注者に経営事項審査の完成工事高の業種間積み上げを認めているか否かを必ず確認して下さい。

とび･土工･コンクリート工事 ４，０００千円
うち元請 ０千円

ポイント！

※矢印の方向で積み上げ
することができます。
（工事内容によっては、

積み上げできない
場合があります）



別紙三

労働福祉の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

　　　　　■社会性等（Ｗ）について････

労働福祉の状況、防災活動への貢献や営業年数などの信頼性や地域への貢献について、差が付きやすいよう評点幅が設定されています。
特に雇用保険・健康保険及び厚生年金保険に未加入だった業者の場合、加入業者に比べＷ点で５７０点（Ｐ点では８５．５点）のマイナスになりま
す。

１２

Ⅲ．申請書等の作成方法について

３　別紙三　その他の審査項目（社会性等） 建設業法施行規則
　　　　別記様式第２５号の１１　別紙３（2000４帳票） 【記入例】

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

健康保険及び厚生年金保険加入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

雇用保険加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

〔1.有、2.無 〕

3

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ４ 1

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ５

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ３ 1

3

1

3 5

営業年数 ４ ６ 1 6

3

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ４ ７ 2 〔1.有、2.無 〕

（年）

初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）
昭和

５年   ９月   １日 １　年　　２か月
平成

再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

平成    年     月     日 平成      年     月     日 平成      年     月     日

営業停止処分の有無 ４ ９ 2

防災協定の締結の有無 ４ ８ 1

  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

〔1.有、2.無 〕

3

〔1.有、2.無 〕

3

〔1.有、2.無 〕

3

指示処分の有無 ５ ０ 2

3

監査の受審状況 ５

二級登録経理試験合格者の数 ５

１ 1

5

,
公認会計士等の数 ５ ２

３

10

1 （人）

3 5

3 （人）

3 5

,

0 0 3 (千円)

研究開発費（２期平均） ５ ４
, , 53 0 1 （千円）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

, 5 7

’ ’ ’ ’

0 0
’ ’

5 1 96 2 8 0

〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ５

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ５ ７ 1

６ 1 〔1.有、2.無 〕

7 （台）建設機械の所有及びリース台数 ５ ５

5

申請者 中国建政工業（株）

3

(千円)

ポイント！

【項番４１】～【項番４５】については、該当が
ある場合は「１」を、該当がない場合は「２」を
記入する

退職一時金制度若しくは企業
年金制度のどちらか一方でも
導入している場合「１」と記入
する

初めて許可（登録）を受けた日から審査基準日までの期間（休業等の期間除く）を記入
する（年未満の端数は切り捨て）
H23.4.1以降の申立に係る再生又は更正手続開始及び終結の決定を受けた者は、そ
の終結決定日から審査基準日までの期間を記入する(休業等の期間除く)

組織変更、営業譲渡、合併等の内容を記入する

休業期間、廃業期間、許可切れ期間を記入する

【項番４８】～【項番５０】については、該当があ
る場合は「１」を、該当がない場合は「２」を記
入する

建設業法第２８条に基づく
「営業停止処分」及び「指示
処分」の有無について記入
する
「行政指導（勧告等）」及び
発注者が行う「指名停止等
措置」は該当しない
（審査基準日直前１年間の
状況について記入する）

「監査の受審状況」について
以下の区分により記入（審査基準日時点）
「１」････会計監査人の設置を行っている場合
　（監査報告書において、無限定適正意見、限定
　　付適正意見が表明された場合に加点）
「２」････会計参与の設置を行っている場合
　（会計参与報告書が作成されている場合に加点）
「３」････【項番５１】に記入した者のいずれかが
　「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自らの
　署名を付したものを提出している場合に加点公認会計士、会計士補、税

理士及びこれらとなる資格
を有する者
並びに１級登録経理試験
合格者と平成１７年度まで
の１級建設業経理事務士
が対象
（常勤の職員に限る）

２級登録経理試験合格者と
平成１７年度までの２級建
設業経理事務士が対象
（常勤の職員に限る）

右詰めで記入し、余白については空白とする

決算期が１２ヵ月に満たない場
合等の「研究開発費」は完成工
事高と同じ方法で”換算”して算
出する

【項番５１】で「１．会計監査人設置会社」
を選んだ会社以外は「０」と記入する

H23.4.1以降の申立てに係る再生又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生又
は更正手続終結の決定を受けていない場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入
する。

審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から将来に渡って１年
７ヶ月以上の使用期間のあるもの）により使用する建設機械抵当法施行令別表に規定す
るショベル系掘削機（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイ
ルドライバーのアタッチメントを有するもの）、ブルトーザー及びトラクターショベル（バケッ
ト容量が０．４立方メートル以上のもの）の合計台数を記入する。

審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格により登
録されている場合は「１」を記入する。（登録範囲に建設業が含ま
れていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場
合を除く）

審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規格により
登録されている場合は「１」を記入する。（登録範囲に建設業が含
まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている
場合を除く）

不要な年号を消す

H23.4.1以降の申立に係る日付けを記入する



別紙二

Ⅲ．申請書等の作成方法について

■技術者評価について････

・技術職員は審査基準日時点の状況について申請して下さい。
・１人の技術職員として申請できる業種は２業種までです。
※この重複評価が制限されるのは、「経営事項審査に係る評価」であり、建設業法に基づいて現場に設置しなければならない監理技術者等につい
ては、従来通り１人の技術者が複数の資格をもっていれば、複数の業種で監理技術者等になれます。
・現行の１級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有している場合に６点の評価となります。
なお、現行の２級技術者及びその他の技術者が監理技術者講習修了証を保有していても１点の加点評価にはなりません。

１３

【記入例】４　別紙二　技術職員名簿 建設業法施行規則
  別記様式第２５号の１１　別紙２（２０００５帳票）

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

項 番 3 5

技　術　職　員　名　簿

申請者 中国建政工業（株）
頁

22

６ ２

２17 ６

頁 数 ６ １ 0 0 1

２

通番 氏　　　　　名 生　年　月　日

業 種
コ ー
ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

3 5

業 種
コ ー
ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

監理技術者資格者証交付番号

10

１ 中国　太郎 S31.3.8 ６ 0 1 1 1 3 1 0 5 1 1 3 1 ２３４５６７８９

２ 広島　二郎 S37.5.3 ６ ２ 1 1 1 1 3 2 1 7 1 1 3 2

３ 鳥取　三郎 S45.2.11 ６ ２ 0 1 1 4 1 1 1 7 1 8 8 2 ６７８９１２３４

４ 島根　四郎 S47.7.20 ６ ２ 0 1 2 1 4 2 2 0 0 0 2 2

５ 岡山　五郎 S40.12.23 ６ ２ 0 1 0 0 1 2 1 7 2 9 0 2

６ 山口　六朗 S30.1.1 ６ ２ 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2

７ 岡広　一子 S51.3.19 ６ ２ 0 1 0 0 3 2 2 0 1 4 5 1 ９８７６５４３２

８ 山広　次子 S47.8.29 ６ ２ 0 1 2 1 4 2 1 3 2 1 4 2

９ 鳥島　三津子 S53.4.2 ６ ２ 2 0 0 0 2 2

10 岡島　佳子 S54.11.17 ６ ２ 0 1 0 0 1 2

11 ６ ２

12 ６ ２

13 ６ ２

２

２

30 ６

18

19

20

21

28

16

建築工事業

大工工事業

23

24

25

26

２15 ６

29 ６

２14 ６

１８

27

建設業の種類

土木工事業

とび・土工工事業 ０５ 内装仕上工事業 １９

石工事業 ０６ 機械器具設置工事業 ２０

屋根工事業 ０７ 熱絶縁工事業 ２１

電気工事業 ０８ 電気通信工事業 ２２

管工事業 ０９ 造園工事業 ２３

タイル・れんが・ブロック工事業 １０ さく井工事業 ２４

鋼構造物工事業 １１ 建具工事業 ２５

鉄筋工事業 １２ 水道施設工事業 ２６

ほ装工事業 １３ 消防施設工事業 ２７

しゅんせつ工事業 １４ 清掃施設工事業 ２８

１７

業種コード表

コード 建設業の種類 コード

２

１５

０２ ガラス工事業 １６

０１ 板金工事業

０３ 塗装工事業

左官工事業 ０４ 防水工事業

６

ポイント！

技術職員として申請する業種を必ず記入する
（審査対象建設業以外の業種は記入不可）

右詰めで記入する
（空位のカラムは「０」で埋めること）

技術職員名簿が複数枚になる場合でも「通番」
１～３０　は変更しないで下さい

１つの資格から２業種を選択する場合で
も、有資格区分コードは両方記入する

監理技術者資格者証の交付を受けている
場合は、その番号を記入する

申請する業種について、次の①から③す
べての要件を満たす場合は「１」を、それ以
外の場合は「２」を記入する
（空欄はありません）

①法第１５条第２号イに該当する者
　（１級国家資格者相当）であること
②監理技術者資格者証の交付を受けて
　　いること
③法第２６条の４から６の規定による講習
　（監理技術者講習）を、審査基準日から
　さかのぼって５年以内に受講していること

主な有資格区分コードについてはＰ２６～２７参照
有資格区分コード「００１」及び「００２」を計上した
場合は「実務経験証明書（経審用）」を別途作成
する。（Ｐ１４参照）

１人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種
類の数は２業種までです

（２業種の考え方）
１．資格から２業種選択
　例：土木施工管理技士　→　土木（０１）・ほ装（１３）
　この場合、同じ有資格区分コードを２箇所に記入する

２．資格から１業種ずつ選択でも可能
　例：土木施工管理技士　→　土木（０１）
　　　建築施工管理技士　→　建築（０２）

１つの業種について、２つの資格で申請することはできません。

　例：管（０９）　→　２級管工事（２３０）・配管工（１級）（１７６）

技術職員名簿作成時のお願い

名簿への記載順番は、標準報酬決定通知書等の確認資料に記載されている順番にあわせて記載をお願いします。



商号又は名称

①卒業校／専攻学科 （経験業種）

②卒業年月 （工事名称）

①　○○専門学校 （経験業種） 機械器具設置工事業

②　機械システム科 （工事名称） ○○工場昇降装置設置工事

①　○○高等専門学校 （経験業種） 土木工事業

②　土木工学科 （工事名称） ○○道路改良工事

①　○○高等専門学校 （経験業種） 塗装工事業

②　土木工学科 金属塗装工（２級） （工事名称） ○○橋塗装工事

①　○○大学　工学部 （経験業種） 土木工事業

②　地質工学学科 （工事名称） ○○道路狭隘部改良工事

①　○○大学　工学部 （経験業種） 機械器具設置工事業

②　地質工学学科 （工事名称） ○○工場粉砕器設置工事

①　○○高等学校 （経験業種） 機械器具設置工事業

②　普通科 （工事名称） ○○工場昇降設備設置工事

①　○○大学大学院 （経験業種） 土木工事業

②　農業土木研究科 （工事名称） ○○線改良工事

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

① （経験業種）

② （工事名称）

１４

■実務の経験とは････
２８種類の建設工事のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。
したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を習得す
るためにした見習中の技術的経験も含まれます。
また、この実務の経験は請負人の立場における経験に限られませんから、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現
場監督としての経験もこれに含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。

・

・

・

・

岡山　五郎 45 １４・０

山口　六朗 56 12・0

山口　六朗 56

Ⅲ．申請書等の作成方法について

最終学歴

（中国地方整備局 指定様式）

中国建政工業（株）

実務経験証明書　（経審用）

［１］ 実務経験証明書（経審用） 【記入例】

(用紙　Ａ４）

７・０

15・0

・

・

１４・０

年　・　月

平成２３年　３月　３１日　（審査基準日）　現在

・

・

・

・

12・0

4・0

・

実務経験年数が必要と
なる国家資格者の方の
み記載

氏　　名 年齢

経験年月数資格等名称 実　務　経　歴

島根　四郎 38

岡山　五郎 45

鳥島　三津子 32

岡島　佳子 31

技術職員名簿順に作成をお願いします。

【記載要領】

・「技術職員名簿」の「有資格区分コード」欄に「００１」、「００２」又は「０９９」と記入されている者、及び実務経験
　を含む有資格者について、「技術職員名簿」に記載されている順に作成する。

・「実務経験」欄の上段（経験業種）部分には、「技術職員名簿」の「実務経験担当業種コード」に記入した建設業の種類を
　記載（土木工事業など）し、当該業種の実績として、実際に経験した工事名称を下欄（工事名称）部分に１件記載する。

・「経験年月数」欄は、「実務経験」欄の上段に記載した経験業種にかかる経験年月数を記載する。

・「資格等名称」の欄は、実務経験を必要とする有資格者について、当該資格名称を記載する。
　（例：金属塗装工２級、第２種電気工事士、給水装置工事主任技術者　等）

※必要に応じて、卒業証明書及び実務経験証明書（建設業法施行規則　別記様式第９号）等を追加で求める場合があります。

ポイント！

（１）有資格区分コード：００１　建設業法第７条第２号イ該当
　　学校教育法による所定学科を修めて高校又は高等専門学校・短大・大学を卒業後、高校５年以上、
　　高等専門学校・短大・大学３年以上（大学は短期大学を含む）
　　評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者（各種学校の専門学校は該当しません）。

（２）有資格区分コード：００２　建設業法第７条第２号ロ該当
　　学歴に関係なく１０年以上
　　評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者



第５　工事経歴書を作成する際の注意事項

１５

※１　元請工事がない場合は、下請工事のみ記載
※２　元請７割分に記載した軽微な工事と合わせた件数で判断。元請工事に軽微な工事が無い場合は、下請工事のみで判断。

①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の７割を超えるところまで記載する
②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の７割を超えるところまで記載する
　ただし、①②において、1,000億円又は軽微な工事の10件を超える部分については記載を要しない
③さらに②に続けて主な未成工事について記載する

Ⅲ．申請書等の作成方法について

５．添付書類　工事経歴書の作成について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業法施行規則　別記様式第２号

工 事 経 歴 書

『工事経歴書』は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出（「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができま
す）することとされており、許可取得後においても、毎営業年度終了後４ヶ月以内に、財務諸表等と併せて提出（変更届出書）することとされています。
また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として、『工事経歴書』を提出することとされています。

工事経歴書の提出が必要となるとき
・建設業許可の申請を行うとき
・許可取得後、毎営業年度終了後における届出（変更届出書）を行うとき
・経営事項審査申請を行うとき

※毎営業年度終了後に提出（変更届出書）す
る『工事経歴書』を作成・提出していれば、経
営事項審査申請の際の『工事経歴書』の提出
は省略することができます。

NO

YES

主な未成工事を記載

元請工事7割部分に係る記載終了

全ての完成工事に係る記載終了

完 　　　了

＊記載例１参照　Ｐ１６

＊記載例２参照
　Ｐ１６ ＊記載例３参照

Ｐ１７

元請工事について請負代金の大きい順に記載

元請工事の残りの部分及び下請工事について請負代金の大きい順に記載*1

工事経歴書（様式第２号）の記載フロー

YES
NO

NO
YES

YES

YES

NO

NO

YES YES

元請工事があるか

元請工事の7割超までに
1,000億円に達した

元請工事の7割超までに
軽微な工事が１０件に達した

元請工事が7割を超えた

全体の７割超までに
1,000億円に達した

全体の７割超までに
軽微な工事が１０件に達した

*2 全体の7割を超えた



様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

ﾚ

Ｍ

・・・「軽微な工事」

ﾚ
県道１２３号線道路側溝工事

東京都足立区九州工業 〃

月
東京都新宿区

岡崎三男 平成 22 5年
7,000

千円 千円

建設　次郎 〃

国交　太郎 下請 8,000
22

年 4

県道７５８号線道路側溝工事 〃
5ﾚ岡崎三男 千円 千円 年 月

年 12

沖縄機械 〃 1,000
平成豊田一郎 22千円

平成 22

月

月
三重邸玄関コンクリート工事

千円 千円岡崎三男 ﾚ

22 年 4 月

月23

平成千円 千円

1,600

22 年 5 月平成

錦住宅敷地盛土及び基礎工事
一宮二郎

千円 千円

〃
22 年 3 月

東京一郎

平成
3,200

千円 月年

月

平成 23 2

千円 年千円

月

平成

平成千円 千円

千円

1222

1

〃
千円 平成ﾚ 千円

豊田一郎 22 年 9

年 2

半田五郎
2,000

四国道路 〃
一般国道１００号線道路改良

工事の内カッター工事

東北土木 〃

中部塗装 〃

近畿組 〃

中国建築

北陸産業 〃

国土建設

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

北海道開発 〃

上田邸木造住宅解体工事元請

関東建設

平成 年23

千円

千円 千円

千円

月

年 10 月

請負代金の額
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

千円

平成 22千円

配置技術者
主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）氏　名

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

平成
9,000

着工年月日 完成又は
完成予定年月

23 年 1 月

平成 23 年 3 月

月

月平成 22 年 5

平成 23 年 1 月

平成 22 年 11 月

平成 22 年 9 月

平成 23 年 3 月

月平成 22 年 4

平成 22 年 12 月

平成 22 年 5 月

平成 22 年 5

工　　期

千円 平成 22 年 4

30,700

平成

月

ﾚ

13

千円

うち　元請工事

1,500

平成 22 年 5

月

小計 45,700

千円

うち　元請工事

50,000合計 52 65,000

千円

〃
愛知太郎

讃岐邸新築工事の内
基礎工事

岡崎三男

豊川アパート改築工事の内
足場仮設工事

1,700

1,900

1,800
栄ビル新築工事の内

くい打工事

一般国道９９号線道路新設工事

〃

〃

2,500

4,500
千円

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

〃
津島一平 ﾚ

東京都中央区

〃

〃

ﾚ

ﾚ

名古屋三郎

〃 豊橋川改修工事の内掘削工事

仙台邸車止め設置工事 〃

工 事 経 歴 書
とび・土工・
コンクリート

東京都千代田
区

愛知太郎

Ａ

Ｂ

注文者 工　事　名

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｋ

Ｌ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

工 事 経 歴 書
とび・土工・
コンクリート

注文者

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工　事　名
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配置技術者 工　　期

氏　名

主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

着工年月日 完成又は
完成予定年月

請負代金の額

Ａ 国土建設 元請 上田邸木造住宅解体工事
東京都千代田

区
10,000

東京一郎 ﾚ 平成 22 年 12 1 月千円 千円 月 平成 23 年

Ｂ 北海道開発 〃 仙台邸車止め設置工事 〃 4,500
愛知太郎 ﾚ 平成 23 年 2 3 月千円 千円 月 平成 23 年

Ｃ 東北土木 〃 錦住宅敷地盛土及び基礎工事 〃 3,200
一宮二郎 ﾚ 平成 22 年 3 4 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｄ 関東建設 下請 豊橋川改修工事の内掘削工事 〃 8,000
津島一平 ﾚ 平成 22 年 5 5 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｅ 北陸産業 〃
丸の内ビル新築工事の内

外構工事
〃 5,500

半田五郎 ﾚ 平成 23 年 1 1 月千円 千円 月 平成 23 年

Ｆ 中部塗装 〃
豊川アパート改築工事の内

足場仮設工事
〃 2,500

岡崎三男 ﾚ 平成 22 年 10 11 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｇ 近畿組 〃
栄ビル新築工事の内

くい打工事
〃 2,000

豊田一郎 ﾚ 平成 22 年 9 9 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｈ 中国建築 〃 一般国道９９号線道路新設工事 〃 1,900
名古屋三郎 ﾚ 平成 23 年 2 3 月千円 千円 月 平成 23 年

Ｉ 四国道路 〃
一般国道１００号線道路改良

工事の内カッター工事
〃 1,800

愛知太郎 ﾚ 平成 22 年 4 4 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｊ 九州工業 元請 三重邸玄関コンクリート工事 東京都足立区 1,700
岡崎三男 ﾚ 平成 22 年 12 12 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｋ 沖縄機械 下請
讃岐邸新築工事の内

基礎工事
東京都中央区 1,600

豊田一郎 ﾚ 平成 22 年 4 5 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｌ 国交　太郎 〃 県道７５８号線道路側溝工事 〃 1,500
岡崎三男 ﾚ 平成 22 年 5 5 月千円 千円 月 平成 22 年

Ｍ 建設　次郎 〃 県道１２３号線道路側溝工事 東京都新宿区 1,000
岡崎三男 ﾚ 平成 22 年 5 5 月千円 千円 月 平成 22 年

・・・「軽微な工事」
19,400

千円 千円

小計 13 45,200

52 70,000

うち　元請工事

１６

Ⅲ．申請書等の作成方法について

（用紙Ａ４）

（用紙Ａ４）

うち　元請工事

25,000

千円 千円

合計

 
①
元
請
工
事
の
7
割
部
分
に
係
る

完
成
工
事

②
 
下
請
工
事
に
係
る

完
成
工
事

２．記載額が全ての完成工事高の合計額の7割を超えたため記載終了

１．軽微な工事について１０件を超える部分は記載不要B～Kの件数≦１０件

ﾍﾟｰｼﾞごとの完成工事高の合計額（A～M）

全ての完成工事高の合計額
元請工事に係る完成工事高の合計額

ﾍﾟｰｼﾞごとの元請工事に係る
完成工事高の合計額(A～K）

 
①
元
請
工
事
の
7
割
部

分
に
係
る
完
成
工
事

②
 
①
以
外
の
元
請
工
事
及
び
下
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事

２．軽微な工事が１０件に達したため記載終了

１．元請工事に係る完成工事の合計額の7割超まで記載

B・C＋F～Mの件数≦１０件

ﾍﾟｰｼﾞごとの完成工事高の合計額（A～M）

全ての完成工事高の合計額

元請工事に係る完成工事高の合計額

ﾍﾟｰｼﾞごとの元請工事に係る
完成工事高の合計額(A～C＋J）

＊記載例１　工事経歴書記載例　（元請工事で軽微な工事が10件に達した場合）

＊記載例２　工事経歴書記載例　（全体で軽微な工事が10件に達した場合）



様式第二号（第二条、第十九条の八関係）

（建設工事の種類） 工事  （　税込　・　税抜　）

主任技術者 監理技術者

件 千円 千円

件 千円 千円

記載要領
１ この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。
２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。
３ この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」という。）及び申請又は届出をする日の属する事
業年度の前事業年度末において完成していない建設工事（以下「未成工事」という。）を記載すること。
記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。
（１）経営規模等評価の申請を行う者の場合

① 元請工事（発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採
　用している場合にあつては、完成工事高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１
　条の２第１項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。）。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億
　円を超える場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。
② それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事につい
　て、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１項
　に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。）。ただし、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超え
　る場合には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。
③ さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

（２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合
主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。

４ 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。
５ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載すること。
６ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行つた工事について「ＪＶ」と記載すること。
７ 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第26条第１項又は第２項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別

を記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があつた場合には、変更前の者も含むすべての者を記載すること。
８ 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載する

こと。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を括弧書で付記すること。
９ 「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合において、同表の（二）

欄に掲げる工事があるときに、同表の（三）に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。

10 「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び９により「ＰＣ」、「法面処理」
又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

11 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び９により「Ｐ
Ｃ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

・工事進行基準を適用する工事で完成工事高を括弧書する場合の記載例

千円

法面処理工事 法面処理
鋼橋上部工事 鋼橋上部鋼構造物工事

（　二　） （　三　）
プレストレストコンクリート工事 ＰＣ

（　一　）
土木一式工事

１７

Ⅲ．申請書等の作成方法について

■工事経歴書を作成する際の注意事項････

月年 月 平成

とび・土工・コンクリート工事

年平成千円 千円

千円 千円

・・・「軽微な工事」
小計 193,900

月

年

年

月年

月平成千円

平成千円 千円

22 年 4 月

月23

平成千円 千円

1,800

22 年 5 月平成

錦住宅敷地盛土及び基礎工事
一宮二郎

千円 千円

〃
22 年 3 月

東京一郎

平成
3,200

千円 月年

月

平成 23 2

千円 年千円

月

平成

平成千円 千円

千円

1222

1

〃
千円 平成ﾚ 千円 年 2

豊田一郎 22 年 9

6,300

半田五郎
7,500

ﾚ

四国道路 〃
一般国道１００号線道路改良

工事の内カッター工事

東北土木 〃

中部塗装 〃

近畿組 〃

中国建築

北陸産業 〃

国交　太郎

丸の内ビル新築工事の内
外構工事

北海道開発 〃

上田邸木造住宅解体工事元請 JV

平成 年23

千円

千円 千円

千円

月

年 10 月

請負代金の額
工 事 現 場 の あ る
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

千円

平成 22千円

配置技術者
主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）氏　名

うち、
　・PC
　・法面処理
　・鋼橋上部

平成
100,000

着工年月日 完成又は
完成予定年月

23 年 1 月

平成 23 年 3 月

月

月平成 22 年 5

平成 23 年 1 月

平成 22 年 11 月

平成 22 年 9 月

平成 23 年 3 月

月平成 22 年 4

平成 年 月

年 月

工　　期

千円 平成 22 年 4

163,200

平成 平成

千円

9

うち　元請工事

月年

平成

合計 52 270,000

千円千円

うち　元請工事

233,000

〃
愛知太郎

岡崎三男

豊川アパート改築工事の内
足場仮設工事

2,000

5,100
栄ビル新築工事の内

くい打工事

一般国道９９号線道路新設工事

〃

〃

8,000

ﾚ

60,000
千円

ﾚ

〃
津島一平 ﾚ

〃

〃

ﾚ

ﾚ

名古屋三郎

JV 仙台邸車止め設置工事 〃
愛知太郎

関東建設 下請 豊橋川改修工事の内掘削工事

東京都千代田
区

ﾚ

ﾚ

Ｅ

Ｆ

工 事 経 歴 書
とび・土工・
コンクリート

Ａ

Ｂ

注文者 工　事　名

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

・「工事名」の欄の工事名称は、請負契約書等に記載されている工事名称を、
　そのまま正確に記載して下さい。
　（契約書記載の工事名称を勝手に略したり、変更しないでください。）

（用紙Ａ４）

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｃ

Ｄ

← 工事進行基準による当期計上額
← 全体の契約額

完成工事高
( 65,000 )

88,000

①
 

元
請
工
事
の
7
割
部
分

に
係
る
完
成
工
事

②
 

①
以
外
の
元
請
工
事
及
び
下
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事

２．記載額が全ての完成工事高の合計額の７割を超えたため記載終了

１．元請工事に係る完成工事の合計額の7割超まで記載

X
Y

A～Cの合計額　≧　Yの7割

A～Iの合計額　≧　Xの7割

ﾍﾟｰｼﾞごとの元請工事に係る完成工事高の合計額（A+B+C）

ﾍﾟｰｼﾞごとの完成工事高の合計額（A～I）

全ての完成工事高の合計額

元請工事に係る完成工事高の合計額

＊記載例３　工事経歴書記載例　（全ての完成工事工事高の合計額7割に達した場合）

ポイント！



（工事進行基準を採用している工事がある場合に作成）　

（用紙　A4）
（中国地方整備局　指定様式）

商号又は名称 中国建政工業(株) 審査基準日　　　平成　２３年　　３月　３１日

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

千円 千円 千円 千円 年 月 年 月

結果通知書を受領した日から３０日以内であれば、再審査の申し立
てができます（登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含ま
ない）。ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書
類不足による内容認否等、”申請者の責任に帰する案件”について
は、再審査の対象になりません。

国土交通大臣が定める経営事項審査の基準
その他の評価方法（経営規模等評価に係るも
のに限る）が改正された場合

当該改正前の基準に基づく結果通知を受けた申請者は、当該改正の
日から１２０日以内であれば行政（審査）庁に再審査の申し立てができ
ます。
審査基準の改正があった場合には、当局ホームページ等でお知らせ
致します。

１８

２．経営事項審査結果の公表について

経営事項審査結果は、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚
偽申請の抑止力の活用といった観点から、公表を行っています。
公表している内容は、申請した建設業者本人に通知された内容と同様、総合評定値及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・評点とし、経営事
項審査の結果通知書の写しとなっています。

公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターの
ホームページ上から閲覧可能（結果通知書発行日から約３０日後）です。

３．虚偽申請の罰則規定及び行政処分について

経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、
建設業法第２８条に基づき監督処分の対象になります。
また、場合によっては建設業法第５０条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に
処せられます。

工期
着工 完成（予定）

行政（審査）庁側の誤り等により、
結果通知書（経営事項審査）の内容が、
申請内容と異なる場合

当期（審査対象事
業年度）計上額

建設工事の種類 請負代金の額
翌期以降

計上予定額

工事

工事進行基準適用工事一覧表（経審用）

400,000

1,000,000

0

400,000

500,000

500,000

3

9

前期以前
計上済み額

1,500,000

500,0002,550,000

○○マンション新築工事

○○小学校新築工事

2,000,000 20

211,550,000500,000

3

3

4

1

22 4

１．再審査の申し立てについて

［１］　工事進行基準適用工事一覧表（経審用）　【記入例】

○○道路改良工事

○○道路新設工事

工　　　事　　　名

1,000,000

1,500,000

200,000

0

工事

工事

24

24

23

25

21

4

工事

工事

土木一式

土木一式

建築一式

建築一式

工事

工事

工事

工事

Ⅳ．その他

申請時には書類の記載事項等を十分に確認してから提出して下さい。
結果通知書受領後は、速やかに申請書記載内容との確認をお願い致します。

経営事項審査結果 検索

http://www.ciic.or.jp/
検索エンジンで

　完成工事高水増し等の
　虚偽申請
→３０日間の営業停止処分
　など

【記載要領】
・本様式は、「工事経歴書（様式第二号）」において、工事進行基準が適用される工事として、その完成工事高を括弧書きで
　付記した工事（P17 ポイント参照）がある場合、それらの工事について作成して下さい
・「建設工事の種類」、「工事名」、「工期」は、「工事経歴書（様式第二号）」と同じ内容を記入して下さい
・「建設工事の種類」毎に作成する必要はありません
・「請負代金の額」は契約額を記入し、その額を、「前期以前計上済み額」、「当期（審査対象事業年度）計上額」、「翌期以降
　計上予定額」に分けて記入して下さい



Ⅳ．その他

５．経営事項審査に係る個人情報の取り扱いについて

【１ 】申請に係る個人情報の利用目的等

国土交通大臣が、経営事項審査申請等により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
１）経営事項審査申請等の審査事務
２）経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務

４．特殊な経営事項審査について

特殊な事例（合併、譲渡、分割、経営再建等）で経営事項審査を受審する場合は、経営状況分析を申請する前に裏表紙のお問い合わせ先にご
相談下さい。申請方法、提出書類等を含め、”通常”の手続とは異なります。

登録
番号

【 ２ 】結果に係る個人情報の利用目的等

　国土交通大臣が、経営事項審査結果に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
１．国、地方公共団体及び建設業法施行令第２７条の２に規定する法人に対する経営事項審査結果の通知
　　（公共工事発注支援データベースシステムにより提供する者を含みます。）
２．経営事項審査結果の公表及び閲覧
　　（公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。）

経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第８条第２項の規定による次の利用又
は提供
１）本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
２）国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
３）他の行政機関、独立行政法人等地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
４）専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
５）本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
６）その他提供することについて特別の理由があるときの提供

６．登録経営状況分析機関一覧表

経営事項審査に必要な経営状況分析（Ｙ）については、建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関（「登録経営状況分析機関」という）
が行うこととなっています。
なお、経営状況の分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの経営状況分析機関にお問い合わせください。

電話番号機関の名称 事務所の所在地

０９６－２７８－８３３０

1 ０３－５５６５－６１３１

2

(財)建設業情報管理センター

(株)マネージメント・データ・リサーチ

東京都中央区築地２－１１－２４

熊本県熊本市大窪２－９－１

０２６－２３２－１１４５

3

4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町２１２０－１

5 ０９５－８１１－１４７７

6

(株)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町２２

０２８－６４９－０１１１

7 ０１１－８２０－６１１１

8

(有)北海道経営情報センター

(株)ネットコア

北海道札幌市白石区東札幌一条４－８－１

栃木県宇都宮市鶴田町９３１－１

０８３６－３８－３７８１

9 ０３－５７５３－１５８８

10

(株)経営状況分析センター

経営状況分析センター西日本（株）

東京都大田区大森西３－３１－８

山口県宇部市北琴芝１－６－１０

11 ０９３－４７４－１５６１

12

（株）日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町６－８－２７

13

14

15

16

17 ０１１－７０４－５８８２（株）経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東２－３－１

18

１９

20

19 ０１３８－６２－５７５７（有）経営情報分析センター 北海道函館市田家町１５－１６－２０１

また、企業集団（グループ経審、連結経審）及び持株会社の子会社に係る経営事項審査（持株会社化経審）については、事前
に国土交通大臣の認定が必要です。

詳細は、国土交通省総合政策局建設業課［０３－５２５３－８１１１（代）］までお問い合わせ下さい。



＊H23.3.31までは計上できます。

Ⅳ．その他

７．経営事項審査についてよくいただくご質問

Ａ４ 許可を有していない業種における軽微な建設工事の完成工事高の合計及び許可は有しているが経営規模等評価等対象建設業とせず、業種間
積み上げも行っていない業種の完成工事高の合計を計上することになります。
ただし、あくまで計上できるのは「建設工事の完成工事高」であり、建設工事ではない役務の売上や物品販売等の兼業売上を計上してはいけま
せん。
また、「その他工事」を計上する場合にも、その該当業種ごとに工事経歴書を作成する必要がありますのでご注意ください。

Ｑ４　「その他工事」には何を計上するのですか？

■間違えやすいのでご注意下さい。
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の２６業種の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建
設する工事とされています。
したがって、個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」には該当しません。
また、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その「専門工事」の許可を受けなければなりません。
なお、主たる工事として施工する専門工事において、附帯的に発生する他の専門工事（「附帯工事」という。例えば屋根工事における塗装工事
等）が含まれたとしても、主たる工事の部分で判断されますので一式工事とは認められません。

Ａ３

工事の定義は建設業法により行います。（建設業法第２条）
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
例えば、除草（剪定）、業務、調査、点検、部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、原則、完
成工事高に計上できません。
但し、建設業法第２４条に規定されているとおり、委託その他何らかの名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締
結する契約は、建設工事の請負契約となります。
「件名」において建設工事に該当するかしないか判断されるものでなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されることとなります。

２０

Ｑ１　建設工事の業種区分（２８業種）の考え方を教えて下さい。

Ｑ２　下請で工事を請け負いましたが、その工事は「一式工事」（土木一式又は建築一式）として申請してよろしいでしょうか？

Ａ２

Ｑ３　「･･定期点検業務委託」「･･保守」等の件名の工事がありますが、これらは、経営事項審査の完成工事高に計上できますか？

下請工事であっても、当該工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物（又は建築物）を建設する工事」に当たる場合においては、告
示等（法第２条（定義）関係）上、一式工事と判定することになりますが、告示等において記載されている「総合的な企画、指導、調整」について
は、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、制度上、元請業者が行うべきものであることが明かでです。

このため、民間工事における合法的な一括下請負のケースを除いては、下請工事に関し、一式工事に該当する事例は、極めて少ないと思われ
ます。

但し、可能性としては低いものの、下請工事であっても、告示の条件を満たし、一式工事として判定し得るものが存在する可能性自体は否定でき
ません。下請工事でありながら一式工事としての要件を備える事例があれば、当局（裏表紙参照）までお問い合わせ下さい。

なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該工事に
係る金額を含むことは認められておりません。

建設業法では建設業を２８業種にわけており、ガイドライン等でどのような業種がどのような建設工事に対応するかを示しています。
詳しくは、Ｐ２２，２３の建設業法による建設工事の業種区分一覧表を参照して下さい。

Ａ１

Ｑ５　３月３１日が審査基準日の会社は、１０月１日に入社した技術者は技術職員に計上できないのでしょうか？

Ａ５

技術者に必要な雇用期間の考え方（例）

審査基準日の１年前からの雇用者

経営事項審査の審査基準の改正により、平成２３年４月１日以降の申請においては、審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係が必
要となりました。
３月３１日の６ヶ月前は９月３０日となり、その日から１日遡った９月２９日からの雇用が必要となるため、平成２３年４月１日以降の申請では計上
できません。

６ヶ月１日
(H22.9.29)

○　技術者で計上できる

審査基準日
（H23.3.31）

×　技術者で計上できない

１年

３ヶ月
審査基準日の３ヶ月前からの雇用者



資　　料

２１



２２

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工
事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

①舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事について
は、工事の種類としては『ほ装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』
に該当する。

②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上には
り付けるものは『ほ装工事』に該当する。

13 ほ装工事 ほ装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コン
クリート、砂、砂利、砕石等によりほ装
する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス
等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、
閘門、水門等の門扉設置工事

『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』におけ
る「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまで
を一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に
加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コン
クリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

12 鉄筋工事  鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は
組立てる工事

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立
てにより工作物を築造する工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工
事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工
事

①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種
の許可でも施工可能である。

②「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際
の準備作業として当然に含まれているものである。

とび・土工工事業

①足場の組立て、機械器具・建設資
材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の
組立て、工作物の解体等を行う工事

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい
を行う工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等
を行う工事

④コンクリートにより工作物を築造す
る工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重
量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工
事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
解体工事

②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場
所打ぐい工事

③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工
事、盛土工事

④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コ
ンクリート圧送工事、プレストレストコンクリー
ト工事

⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリ
ンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工
事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石
工事、外構工事、はつり工事

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」
並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブ
ロック積み（張り）工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロック
の据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを
行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据
付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処
理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石
工事』における「コンクリートブロック積み(張り）工事」であり、コンクリートブ
ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』にお
ける「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。

②「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建
設する工事は『土木一式工事』に該当する。

③「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称
したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をい
い、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工
事」に該当する。

④「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤
の改良を行う工事を総称したものである。

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み
(張り)工事

大工工事、型枠工事、造作工事

2 建築一式工事

3 大工工事 大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物
を築造し、又は工作物に木製設備を
取付ける工事

建築工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建
築物を建設する工事

法律別表
第一(上欄)

法律別表
第一(下欄)

昭和47年3月8日建設省告示第350号
最終改正
平成15年7月25日
国土交通省告示第1128号

平成13年4月3日　国総建第97号
　　　　　「建設業許可事務ガイドライン」
最終改正　平成20年12月24日　国総建第258号

平成13年4月3日　国総建第97号　「建設業許可事務ガイドライン」
最終改正
平成20年12月24日　国総建第258号

建設工事の種類 業　　種 建設工事の内容 建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

石工事業

石材（石材に類似のコンクリートブロッ
ク及び擬石を含む。）の加工又は積方
により工作物を築造し、又は工作物に
石材を取付ける工事

1 土木一式工事 土木工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土
木工作物を建設する工事（補修、改
造又は解体する工事を含む。以下同
じ。）

4 左官工事 左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラ
スター、繊維等をこて塗り、吹付け、
又ははり付ける工事

5
とび・土工・コンク
リート工事

7 屋根工事

6 石工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、
変電設備工事、構内電気設備（非常用電気
設備含む。）工事、照明設備工事、電車線工
事、信号設備工事、ネオン装置工事

8 電気工事 電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、
構内電気設備等を設置する工事

屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根
をふく工事

屋根ふき工事

①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示し
たものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことか
ら、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も
「板金工事」ではなく『屋根工事』に該当する。

管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等
のための設備を設置し、又は金属製
等の管を使用して水、油、ガス、水蒸
気等を送配するための設備を設置す
る工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気
調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房
設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗
便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工
事、管内更正工事

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び
『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処
理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の
建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式
により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当
する。

建設業法による建設工事の業種区分一覧表
１／２

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積
み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、ス
レート張り工事

①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、
スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当す
る。

②「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレ
イブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

9 管工事

10
タイル・れんが・ブ
ロック工事

タイル･れんが・ブ
ロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により
工作物を築造し、又は工作物にれん
が、コンクリートブロック、タイル等を
取付け、又ははり付ける工事



２３

建設工事の種類 業　　種 建設工事の内容

法律別表
第一(上欄)

法律別表
第一(下欄)

昭和47年3月8日建設省告示第350号
最終改正
平成15年7月25日
国土交通省告示第1128号

建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

平成13年4月3日　国総建第97号
　　　　　「建設業許可事務ガイドライン」
最終改正　平成20年12月24日　国総建第258号

平成13年4月3日　国総建第97号　「建設業許可事務ガイドライン」
最終改正
平成20年12月24日　国総建第258号

14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつす
る工事

しゅんせつ工事

板金加工取付け工事、建築板金工事
「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、
具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのス
テンレス板張付け工事等である。

ガラス加工取付け工事

15 板金工事

16 ガラス工事 ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける
工事

板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付
け、又は工作物に金属製等の付属物
を取付ける工事

17 塗装工事 塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗
付け、又ははり付ける工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、
内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工
事、ふすま工事、家具工事、防音工事

①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工
若しくは組み立てて据付ける工事をいう。

②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構
造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

18 防水工事 防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材
等によって防水を行う工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張
り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示
工事

「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の
準備作業として当然に含まれているものである。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、
シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水
工事、注入防水工事

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トン
ネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コ
ンクリート工事』に該当する。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃
力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排
気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダ
ム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台
装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設
備工事

①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事
が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気
通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものがあるが、これらについては
原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ
れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が
『機械器具設置工事』に該当する。

②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される
機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の
設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

19 内装仕上工事

20
機械器具設置工
事

機械器具設置工
事業

機械器具の組立て等により工作物を
建設し、又は工作物に機械器具を取
付ける工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、た
たみ、ビニール床タイル、カーペット、
ふすま等を用いて建築物の内装仕上
げを行う工事

21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁す
る工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ
工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、
水景工事、屋上等緑化工事

①「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造す
る工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事で
ある。

②「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休
養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

③「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事であ
る。

④「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

22 電気通信工事 電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設
備、放送機械設備、データ通信設備
等の電気通信設備を設置する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は
燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置
工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、
データ通信設備工事、情報制御設備工事、
TV電波障害防除設備工事

①「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も
含まれる。

②既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』
に該当する。なお、保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図
るために実施する点検、整備及び修理をいう。）に関する役務の提供等の業
務は、『電気通信工事』に該当しない。

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉
掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油
掘削工事、天然ｶﾞｽ掘削工事、揚水設備工事

23 造園工事

24 さく井工事 さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を
行う工事又はこれらの工事に伴う揚
水設備設置等を行う工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け
等により庭園、公園、緑地等の苑地を
築造し、道路、建築物の屋上等を緑
化し、又は植生を復元する工事

25 建具工事 建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を
取付ける工事

26 水道施設工事 水道施設工事業

上水道、工業用水道などのための取
水、浄水、配水等の施設を築造する
工事又は公共下水道若しくは流域下
水道の処理設備を設置する工事

火災警報設備、消火設備、避難設備
若しくは消火活動に必要な設備を設
置し、又は工作物に取付ける工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッ
ター取付け工事、自動ドア－取付け工事、木
製建具取付け工事、ふすま工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工
事、下水処理設備工事

上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及
び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の
施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工
事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小
管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の
下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工
事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道
施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工
事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は
粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置
工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設
備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警
報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩
降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

「金属製避難はじご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、
ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、この
ような固定された避難階段を設置する工事は、『消防施設工事』ではなく、建
築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該
当する。

２／２

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではな
く、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工
事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

27 消防施設工事

28 清掃施設工事 清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設
置する工事

消防施設工事業



３５ 山 口 県 知 事 ４７ 沖 縄 県 知 事１１ 埼 玉 県 知 事 ２３ 愛 知 県 知 事
３４ 広 島 県 知 事 ４６ 鹿 児 島 県 知 事１０ 群 馬 県 知 事 ２２ 静 岡 県 知 事
３３ 岡 山 県 知 事 ４５ 宮 崎 県 知 事０９ 栃 木 県 知 事 ２１ 岐 阜 県 知 事
３２ 島 根 県 知 事 ４４ 大 分 県 知 事０８ 茨 城 県 知 事 ２０ 長 野 県 知 事
３１ 鳥 取 県 知 事 ４３ 熊 本 県 知 事０７ 福 島 県 知 事 １９ 山 梨 県 知 事
３０ 和 歌 山 県 知 事 ４２ 長 崎 県 知 事０６ 山 形 県 知 事 １８ 福 井 県 知 事
２９ 奈 良 県 知 事 ４１ 佐 賀 県 知 事０５ 秋 田 県 知 事 １７ 石 川 県 知 事
２８ 兵 庫 県 知 事 ４０ 福 岡 県 知 事０４ 宮 城 県 知 事 １６ 富 山 県 知 事

愛 媛 県 知 事
０３ 岩 手 県 知 事 １５ 新 潟 県 知 事 ２７ 大 阪 府 知 事 ３９ 高 知 県 知 事

滋 賀 県 知 事 ３７ 香 川 県 知 事
０２ 青 森 県 知 事 １４ 神 奈 川 県 知 事 ２６ 京 都 府 知 事 ３８

１６
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認
定を受けて申請する場合

許 可 行 政 庁 コード 許 可 行 政 庁 コード

００ 国 土 交 通 大 臣 １２ 千 葉 県 知 事

２４

２１ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として認定を受け申請する場合

２０ 申請者について事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

１５ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

許 可 行 政 庁 コード 許 可 行 政 庁

２４ 三 重 県 知 事 ３６ 徳 島 県 知 事
０１

１９ 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

１７
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に
属するものとして認定を受けて申請する場合

１８ 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

１３
申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わったと
認められる日を審査基準日として申請するとき

１４

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始
決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手
続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立
日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

１１ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

１２ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

０１

０４

処　　理　　の　　種　　類

１２か月ごとに決算を完結した場合
（例）平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度について申請する場合
６か月ごとに決算を完結した場合
（例）平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度について申請する場合

商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２か月に満たない期間で終了した事業年度につ
いて申請する場合
（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成２１年１０月１日に当該組織変更の登記を行った場合で平成２２年３月３１日に終了した事業
年度について申請するとき
（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成２１年３月３１日に終了した場合で事業年度の変更により平成２１年１２月３１日に終了した事
業年度について申請するとき

事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
（例）平成２１年１０月１日に会社を新たに設立した場合で平成２２年３月３１日に終了した最初の事業年度について申請するとき
事業を継承しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
（例）平成２１年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（平成２２年３月３１日）より前の日（平成２１年１１月１日）に申
請するとき

０２

０３

１０ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

５ 経営規模等評価の再審査の申立

２０００１帳票　［項番０６］「処理の区分」の左欄

コード

２０００１帳票　［項番０６］「処理の区分」の右欄

コード 処　　理　　の　　種　　類

００

３ 総合評定値の請求

４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

２ 経営規模等評価の申請

各種コード表　（その１）

２０００１帳票　［項番０５］「申請等の区分」

コード 申　　請　　等　　の　　種　　類

２０００１帳票　［項番０２］「申請時の許可番号」・［項番０３］「前回の申請時の許可番号」

コード

北 海 道 知 事 １３ 東 京 都 知 事 ２５



２５

消 防 施 設 工 事 業

０８ 電 気 工 事 業 １８ 防 水 工 事 業 ２８ 清 掃 施 設 工 事 業

建 具 工 事 業

０６ 石 工 事 業 １６ ガ ラ ス 工 事 業 ２６ 水 道 施 設 工 事 業

０５ と び ・ 土 工 工 事 業 １５

さ く 井 工 事 業

０３ 大 工 工 事 業 １３

０４ 左 官 工 事 業 １４ し ゆ ん せ つ 工 事 業

土 木 工 事 業 １１ 鋼 構 造 物 工 事 業

造 園 工 事 業ほ 装 工 事 業 ２３

鉄 筋 工 事 業 ２２ 電 気 通 信 工 事 業

建 設 業 の 種 類

熱 絶 縁 工 事 業２１

機 械 器 具 設 置 工 事 業

塗 装 工 事 業 ２７

板 金 工 事 業 ２５

２４

０９ 管 工 事 業 内 装 仕 上 工 事 業

１０ タイル・れんが・ブロック工事業 ２０

０２ 建 築 工 事 業 １２

１９

０７ 屋 根 工 事 業 １７

コード

２０００５帳票　［項番６１］「業種コード」

コード 建 設 業 の 種 類 コード

０９０ 管 工 事

建 設 業 の 種 類

０１

２６０ 水 道 施 設 工 事

２７０ 消 防 施 設 工 事

２８０ 清 掃 施 設 工 事

２４０ さ く 井 工 事

２５０ 建 具 工 事

２２０ 電 気 通 信 工 事

２３０ 造 園 工 事

機 械 器 具 設 置 工 事２００

２１０ 熱 絶 縁 工 事

１８０ 防 水 工 事

１９０ 内 装 仕 上 工 事

１６０ ガ ラ ス 工 事

１７０ 塗 装 工 事

１１０ 鋼 構 造 物 工 事

１１１ 鋼 橋 上 部 工 事

１４０ し ゆ ん せ つ 工 事

１５０ 板 金 工 事０５１ 法 面 処 理 工 事

０８０ 電 気 工 事

０７０ 屋 根 工 事

０６０ 石 工 事

土 木 一 式 工 事

０１１ プレストレストコンクリート工事

０５０ とび・土工・コンクリート工事

０４０ 左 官 工 事

大 工 工 事

０１０

１３０ ほ 装 工 事

略号

１２０ 鉄 筋 工 事

１００ タイル・れんが・ブロック工事

０２０ 建 築 一 式 工 事

０３０

略号

各種コード表　（その２）

２０００２帳票　［項番３１］「業種コード」

コード工 事 の 種 類 工 事 の 種 類 コード 工 事 の 種 類コード

２０００１帳票　［項番１５］「許可を受けている建設業の略号」

建 設 業 の 種 類

（ 土 ） 土 木 工 事 業 （ 鋼 ） 鋼 構 造 物 工 事 業 （ 絶 ） 熱 絶 縁 工 事 業

建 設 業 の 種 類 略号 建 設 業 の 種 類

( 建 ） 建 築 工 事 業 （ 筋 ） 鉄 筋 工 事 業

（ 井 ） さ く 井 工 事 業

( 大 ） 大 工 工 事 業 （ ほ ） ほ 装 工 事 業

（ 通 ） 電 気 通 信 工 事 業

（ 園 ） 造 園 工 事 業

（ 具 ） 建 具 工 事 業

( 左 ） 左 官 工 事 業

（ と ） と び ・ 土 工 工 事 業 （ 板 ） 板 金 工 事 業

（ し ゆ ） し ゆ ん せ つ 工 事 業

水 道 施 設 工 事 業

( 屋 ） 屋 根 工 事 業 （ 塗 ） 塗 装 工 事 業 （ 消 ） 消 防 施 設 工 事 業

( 石 ） 石 工 事 業 （ ガ ）

電 気 工 事 業 （ 防 ） 防 水 工 事 業

（ 水 ）ガ ラ ス 工 事 業

機 械 器 具 設 置 工 事 業

（ 清 ） 清 掃 施 設 工 事 業

( 管 ） 管 工 事 業 （ 内 ） 内 装 仕 上 工 事 業

( 電 ）

２

２０００１帳票　［項番１５］「許可を受けている建設業」

一般建設業 １ 特定建設業

（ タ ） タイル・れんが・ブロック工事業 （ 機 ）



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

００１

００２

００３

００４

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

１１１ ◎ ◎ ◎

２１２ ○ ○ ○

１１３ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２１４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２１５ ○

２１６ ○

１２０ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２２１ ○

２２２ ○ ○ ○ ○ ○

２２３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１２７ ◎

２２８ ○

１２９ ◎

２３０ ○

１３３ ◎

２３４ ○

１３７ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２３８ ○ ○ ○ ○ ○

２３９ ○

１４１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１４２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１４３ ◎ ◎

１４４ ◎ ◎

１４５ ◎

１４６ ◎ ◎

１４７ ◎ ◎

１４８ ◎ ◎ ◎

１４９ ◎ ◎ ◎

１５０ ◎

１５１ ◎ ◎ ◎

１５２ ◎

１５３ ◎ ◎

１５４ ◎ ◎ ◎

１５５ ○

２５６ △

電気事業法 ２５８ △

電気通信事業法 ２５９ △

水　道　法 ２６５ △

１６８ ○

１６９ ○

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

加　 点　 対　 象 　業 　種

実務経験を有する２業種以内に限り１点づつ配点

実務経験を有する２業種以内に限り１点づつ配点

加　 点　 対　 象 　業 　種

２６

◎は５点　　○は２点　　△は１点　の配点

建 築

躯 体

仕 上 げ

資格区分

コード 資格区分

種
別

２級建築施工管理技士

技術職員　有資格区分コード表
＜経営規模等評価申請／技術職員名簿＞

コード

１級建設機械施工技士

建
設
業
法

（
技
術
検
定

）

実務経験を有する２業種以内に限り１点づつ配点

実務経験を有する２業種以内に限り１点づつ配点

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

土 木

鋼構造物塗装

１級土木施工管理技士

種
別

薬 液 注 入

【５年】

２級建築士

第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

【５年】

木造建築士

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

消　防　法

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

電気主任技術者　（第１種～第３種）

給水装置工事主任技術者

甲種 消防設備士

【１年】

技
術
士
法

乙種 消防設備士

電気通信主任技術者

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

電気工事士法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

建
築
士
法

法第７条第２号イ該当　【実務経験：指定学科卒業後 ３年又は５年】

法第７条第２号ロ該当　【実務経験：１０年経験】

法第15条第２号ハ該当　【同号イと同等以上：大臣認定者】

法第15条第２号ハ該当　【同号ロと同等以上：大臣認定者】

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

２級土木施工管理技士

１級建築士

１級建築施工管理技士
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

１７１ ○

２７１ △

１７２ ○

２７２ △

１７３ ○

２７３ △

１６６ ○

２６６ △

１７４ ○

２７４ △

１７５ ○

２７５ △

１７６ ○

２７６ △

１７７ ○

２７７ △

１７８ ○

２７８ △

１７９ ○ ○

２７９ △ △

１８０ ○

２８０ △

１８１ ○

２８１ △

１８２ ○

２８２ △

１８３ ○

２８３ △

１８４ ○ ○

２８４ △ △

１８５ ○

２８５ △

１８６ ○

２８６ △

１８７ ○

２８７ △

１８８ ○

２８８ △

１８９ ○

２８９ △

１９０ ○

２９０ △

１９１ ○

２９１ △

１６７ ○

１９２ ○

２９２ △

１９３ ○

２９３ △

１９４ ○

２９４ △

１９５ ○

２９５ △

１９６ ○

２９６ △

１９７ ○

２９７ △

１９８ ○

２９８ △

０６１ △ △

０６２ △ △

０６３ △ △

０６４

０９９
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

ウェルポイント施工　（１級）

ウェルポイント施工　（２級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管　（１級）

【 ※ 】

【 ※ 】

給排水衛生設備配管　（２級）

【 ※ 】

ブロック建築・ブロック建築工（１級）・コンクリート積みブロック施工

かわらぶき・スレート施工　（２級）

鉄工・製罐
せいかん

　（１級）

【 ※ 】

ガラス施工　（１級）

技術職員　有資格区分コード表
＜経営規模等評価申請／技術職員名簿＞

コード

職
業
能
力
開
発
促
進
法

熱絶縁施工　（２級）

資格区分

加　 点　 対　 象 　業 　種

【 ※ 】

塗装・木工塗装・木工塗装工　（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工　（２級）

ガラス施工　（２級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管　（２級）

板金・板金工・打出し板金　（１級）

板金・板金工・打出し板金　（２級）

かわらぶき・スレート施工　（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工　（１級）

タイル張り・タイル張り工　（１級）

工場板金　（２級）

地すべり防止工事

熱絶縁施工　（１級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 （１級）

造園　（１級）

防水施工　（１級）

【 ※ 】

防水施工　（２級）

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

鉄工・製罐　（２級） 【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

金属塗装・金属塗装工　（１級）

金属塗装・金属塗装工　（２級）

畳製作 ・ 畳工　（１級）

畳製作 ・ 畳工　（２級）

【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」（１級）

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工　（２級）

工場板金　（１級）

タイル張り・タイル張り工　（２級）

石工・石材施工・石積み　（１級）

建築大工　（１級）

建築大工　（２級）

左官　（２級）

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工（１級）

【 ※ 】

【 ※ 】

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工（２級）

【 ※ 】

【 ※ 】

さく井　（１級）

【 ※ 】

噴霧塗装　（１級）

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

【 ※ 】

【 ※ 】

【 ※ 】

配管・配管工　（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 （２級） 【 ※ 】

【 ※ 】

築炉・築炉工　（２級）

【 ※ 】

ブロック建築・ブロック建築工　（２級）

石工・石材施工・石積み　（２級）

路面標示施工

【 ※ 】

２７

実務経験のある２業種以内に限り1点づつ配点

（備考）
資格区分右端の【　　】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験
の合格後に建設業法第７条第２号ハ該当となるために必要とされている実務経験年数

◎は５点　　○は２点　　△は１点　の配点

【１年】

その他

計装

建築設備士

登録基幹技能者講習修了証の種数に応じて2業種以内に限り３点づつ配点基幹技能者

【１年】

左官　（１級）

【 ※ 】

【１年】

給排水衛生設備配管　（１級）

配管・配管工　（１級）

築炉・築炉工　（１級）　・ れんが積み

噴霧塗装　（２級）

さく井　（２級）

造園　（２級）

建築塗装・建築塗装工　（１級）

建築塗装・建築塗装工　（２級）

【 ※ 】

※ 等級区分
が2級の場
合は、合格
後3年以上
の実務経験
を要する。
ただし、平成
16年4月1日
時点で合格
していた者
は実務経験
1年以上。



２８

以下の資料（①～⑤）の”いずれか一つ”
①(財)建設業福祉共済団への加入を証明する書面
②(社)全国建設業労災互助会への加入を証明する書面
③全国中小企業共済共同組合連合会への加入を証明する書面
④(社)全国労働保険事務組合連合会への加入を証明する書面
⑤労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は
加入を証明する書面
※次の要件のすべてを満たすものでなければ評価対象として扱えません。
○業務災害と通勤災害のいずれもが対象となっていること
○直接雇用関係にある職員及び下請負人（数次の請負による場合にあっ
ては下請負人のすべて）の直接の使用関係にある職員のすべてが対象と
なっていること
○死亡及び労災保険の傷害等級第１級から第７級までに係るすべてが対
象となっていること

審査基準日に加入していること
が証明できるもの

審査基準日に導入していること
が証明できるもの

退
職
一
時
金

企
業
年
金

以下の資料（①～⑨）の”いずれか一つ”
①中小企業退職金共済制度への加入を証明する書面
②特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面
③就業規則（労働基準監督署長の印のあるもの）
④労働協約

⑤厚生年金基金への加入を証明する書面
⑥適格退職年金契約書
⑦確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を
証明する書面
⑧確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金へ
の加入を証明する書面
⑨資産管理運用機関との間の契約書

□ ⑨
［項番４４］
退職一時金制度若しくは
企業年金制度導入

□ ⑩
［項番４５］
法定外労働災害補償制度加入

審査基準日を含む月及び当該
月の前後１月のもの

□ ⑧
［項番４３］
建設業退職金共済制度

建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）
審査基準日に加入していること
が証明できるもの

□ ⑦
［項番４２］
健康保険／厚生年金保険加入

以下の資料（①～②）の”いずれか一つ”
①健康保険及び厚生年金保険料の納入に係る領収証書
②納入証明書

経営事項審査に係る「確認書類」一覧表　【国土交通大臣許可業者用】　（１／２）

チェック 必須 確認書類　　※特に指定のない場合は全て写し（コピー） 備考

中国地方整備局 平成２３年４月 現在

□ ①
審査対象年度
・消費税確定申告書の控え及び店舗書類（付表２）
・消費税納税証明書（その１）

□ ②

審査対象年度
・工事経歴書（様式第２号）に記載されている工事に係る工事請負契約書又は注文書及び請書
　※記載順に上位から１０件　　１０件に満たない場合は全て
・工事進行基準適用工事がある場合は「工事進行基準適用工事一覧表（経審用）」も併せて提出して下さい

業種毎に工事経歴書に記載さ
れている上から順に揃えて提
出して下さい

□ ③
審査対象年度
・法人税確定申告書別表十六（一）及び（二）他、並びに貸借対照表(様式第15号)及び損益計算書(様式第１６号)

貸借対照表及び損益計算書に
ついては、建設業法施行規則
で定められた様式以外は不可

□ ④

恒常的雇用関係の確認できる
資料の順番に「技術職員名簿」
の作成をお願いします

審査基準日以前に６ヶ月を超
える恒常的雇用関係が証明で
きるものが必要です

※記載しているもの以外で、審
査基準日以前に６ヶ月を超える
恒常的雇用関係が証明できる
ものがある場合は問い合わせ
てください。

技術職員に計上している方の６ヶ月
を超える恒常的雇用関係の証明

審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的雇用関係の確認できる
以下の資料（①～⑦）の”いずれか一つ”
①健康保険証の写し（事業所の名称の記載があるもの）
　と申請時点直近の健康保険／厚生年金保険　標準報酬決定通知書
②健康保険証の写し（所属企業の記載があるもの）
　と申請時点直近の住民税特別徴収税額の通知書
③雇用保険被保険者資格等確認通知書
　と申請時点直近の健康保険／厚生年金保険　標準報酬決定通知書
④雇用保険被保険者資格等確認通知書
　と申請時点直近の住民税特別徴収税額の通知書
⑤健康保険／厚生年金保険　被保険者標準報酬決定通知書の
　申請時点直近のものと、その直前のもの（あわせて２期分）
⑥住民税　特別徴収税額の通知書の
　申請時点直近のものと、その直前のもの（あわせて２期分）
⑦給与支給明細書又は出勤簿（審査基準日を含む月以前７月分）

高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者（６ヶ月超前からの雇用者）
・継続雇用制度の対象者であることを証する会社の代表者の押印のある
書面（原本）
（常時１０人以上の労働者を使用する企業は、併せて継続雇用制度につい
て定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則）

技術職員名簿の記載順に合格
証等を添付する
記載内容が確認できれば、縮
小コピーでも可

任意 備考項番 確認書類

□ ⑤ 技術職員の資格等の証明

技術職員名簿に記載されている方全員についての技術職員に該当するこ
とを証する書面
①合格証等
②実務経験証明書：経審用
③監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

審査基準日を含む期間のもの□ ⑥
［項番４１］
雇用保険加入

①労働保険　概算・確定保険料申告書（雇用保険に関する部分）
②①により申告した保険料の納入に係る領収済通知書



建設業法第２８条に基づく処分

１：有価証券報告書若しくは監査証明書
　（無限定適正意見又は限定付適正意見が付されているもの）
２：会計参与報告書
３：建設業の経理実務の責任者（常勤職員）のうち公認会計士、会計士補、
税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに１級建設業経理事務士の
いずれかに該当する者が「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自ら署
名を付したもの（原本）

建設業法施行規則で定められ
た様式以外は不可

注記表（様式第１７号の２）

・合格証等
（建設業経理事務士検定試験の合格者は１級、２級だけが評価対象です）
常勤性を確認できる以下の資料（①～②）の”いずれか一つ）
①健康保険／厚生年金保険　標準報酬決定通知書
②住民税特別徴収税額の通知書

常勤性の証明も必要□ ⑮
［項番５２・５３］
公認会計士等の数

□ ⑯
［項番５４］
研究開発費の状況

※申請内容によっては提出する必要のない書類もあります。
※必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※「確認資料」は返却しません。

２９

建設機械抵当法第二条に規定
する「建設機械」のうち、ショベ
ル系掘削機、ブルドーザー、ト
ラクターショベルが対象

□ ⑱

［項番５６・５７］
国際標準化機構が定めた規格
　ＩＳＯ　９００１の登録
　ＩＳＯ　１４００１の登録

(財)日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に
認定されている審査登録機関の認証を証明する書類

認証範囲に建設業が含まれて
いない場合、会社単位ではなく
特定の事業所単位での認証と
なっている場合は不可

□ ⑰
［項番５５］
建設機械の保有状況

所有状況の確認できる次の資料（①～②）の”いずれか一つ”
①売買契約書
②リース契約書
　（審査基準日から将来に渡って１年７ヶ月以上の使用期間のあるもの）
・併せて「特定自主検査記録表」を添付する。

□ ⑬
［項番４９・５０］
法令遵守の状況

営業停止命令書若しくは指示書

□ ⑭

［項番５１］　監査の受審状況
１．会計監査人の設置
２．会計参与の設置
３．経理処理の適正を確認した旨の
書類の提出

経営事項審査に係る「確認書類」一覧表　【国土交通大臣許可業者用】　（２／２）

□ ⑫
［項番４８］
防災協定の締結

以下の資料（①～②）の”いずれか一つ”
①国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定書
②所属している社団法人等の団体が、国、特殊法人等又は地方公共団体
との防災協定を締結している場合は
　・当該団体が締結している防災協定書
　・申請者が当該団体に加入していることを証する書面
　・防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類
　（当該団体の活動計画書又は当該団体の発行する証明書等）

審査基準日時点で有効な協定
に限る

□ ⑪
［項番４７］
民事再生法又は会社更生法の適用

備考任意 項番 確認書類

・手続開始の決定日を証明する書面
・手続終結の決定日を証明する書面（官報公告の写し等）

審査対象事業年度に受けた決
定について提出して下さい
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